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３ 対策の基本方針 

(1) 新型インフルエンザへの対応の基本姿勢  

○ 新型インフルエンザ対策の目的は、感染拡大を可能な限り抑制し、健康被害を最

小限にとどめるとともに、社会・経済機能の低下等を極力抑制することにある。 

○ 新型インフルエンザについては、出現時期や、発生した場合の症状や感染力の強 

さ、またそれによる世界的な大流行の規模についての予測は現時点では困難であ

ると思われるため、新型インフルエンザが発生した場合は、積極的に情報収集を

行い、国、神奈川県、保健所設置市、市町村、各関係機関等と密接な連携のうえ

対応に努める。 

○ 現在、海外において人への感染事例が発生している鳥インフルエンザ対策及び通常

のインフルエンザ対策の充実強化が新型インフルエンザ対策にとって有効であるこ

とから、これらの対策を継続的に実施する。 

○ 新型インフルエンザの発生に対し、事前の準備対策を講じるとともに、迅速かつ

的確に対応するため、厚生労働省の「新型インフルエンザ対策行動計画」に基づき、

発生・流行の状況に応じて６つの「段階」(フェーズ)に分類するが、今回の改訂に

おいては新型インフルエンザの未発生期(従来の区分では、フェーズ３)からの対策

を記載することとした。なお、高病原性鳥インフルエンザが市内で発生した場合は

「高病原性鳥インフルエンザ発生時対策要綱」によることとする。 

○ 新型インフルエンザの医療体制の整備に努めるとともに、感染症法及び検疫法にお

いて「新型インフルエンザ等感染症」の類型が新設され、新型インフルエンザウイ

ルス株に感染した症例の臨床に関する初期情報を考慮した新型インフルエンザ様疾

患の症例定義の再評価の実施が想定されるため、これらの状況に応じて、弾力的な

対応に努める。 

○ まん延防止のため、市民等に対し不要不急の社会活動等の自粛を要請する。 

○ 市民の不安を軽減するために、可能な限り多言語による新型インフルエンザに関す

る正確な情報を積極的に提供する。 
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【発生･流行の状況を示す各段階の表記区分について】 

新型インフルエンザへの対策は、その発生状況等に応じてとるべき対応が異なることか

ら、あらかじめ状況を想定し、各状況において迅速かつ的確な対応ができるよう、平時よ

り対応方針を定めておく必要がある。 

「WHO Global Influenza Preparedness Plan（世界保健機関（ＷＨＯ）世界インフルエ

ンザ事前対策計画）」では、新型インフルエンザの発生や流行の状況に応じて６つの段階

（フェーズ）に分類して、それぞれの対応等を規定している。 

平成21年2月に改定された国の「新型インフルエンザ対策行動計画」では、国における

戦略の転換点を念頭におき、新型インフルエンザが発生する前から、国内で発生し、感染

まん延を抑え、小康状態に至るまでを５つの段階に分類している。 

相模原市では、この区分を基本に、行動計画を策定し、各状況に対応した庁内組織の設

置、情報の収集・提供の強化、医療供給体制、防疫体制の確保を図ることとした。 

※ 詳細については15ページを参照 

 

(2) 対策の推進体制 

新型インフルエンザ対策の推進にあたっては、政府、厚生労働省、神奈川県及び相

模原市並びに各関係機関における連携した取組みが重要であり、以下のとおりの推進

体制により、総合的な対策を推進する。 

 

ア 政府としての取組み 

新型インフルエンザ対策のため、「鳥インフルエンザ等に関する関係省庁対策

会議」の枠組みを通じ、政府一体となった取組みを推進する。 

また、各省庁においても新型インフルエンザが発生した際の具体的な対応につ

いてあらかじめ対応策を検討し、その流行に応じた対策を総合的に推進する。 

新型インフルエンザが発生した場合は、緊急に内閣総理大臣を本部長とし関係

閣僚からなる「新型インフルエンザ対策本部」を設置し、政府一体となった新型

インフルエンザ対策を講じる。 

また新型インフルエンザ対策本部は「新型インフルエンザ対策専門家諮問委員

会」を設置し、対応の強化を図る。 

 

イ 厚生労働省の取組み 

関係部局から構成される対策推進本部を設置し、新型インフルエンザ対策の具

体的な行動計画を改訂するとともに、新型インフルエンザの発生動向の把握、予
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防・治療など、その流行状況に応じた対策を総合的に推進する。 

また、「サーベイランス」「予防・封じ込め」「医療」「情報提供・共有」

「国際対応」の５つの案件に関する専門家から構成される「新型インフルエンザ

専門家会議」を組織し、対応の強化を図る。 

 

ウ 神奈川県の取組み 

新型インフルエンザの発生状況や、国内、県内での患者の発生状況に応じて、

本県における総合的な新型インフルエンザ対策を関係部局等が連携、協力して講

じるため、「神奈川県危機管理対策本部」「神奈川県新型インフルエンザ対策会

議（常設）」をはじめとする全庁的な推進体制を整備・運営する。 

 

エ 相模原市の取組み 

新型インフルエンザの発生状況や、国内、県内、市内での患者の発生状況に応

じて、本市における総合的な新型インフルエンザ対策を関係部局等が連携、協力

して講じるため、全庁的な推進体制を整備する。 

○ 体制の整備にあたっては、厚生労働省、国立感染症研究所、横浜検疫所、神奈

川県、他市町村及び医療機関等との連携、協力に特に留意する。 

○ 神奈川県や他市町村と連携し、円滑な情報共有体制を構築し、新型インフルエ

ンザ対策の効果的な推進に努める。 

○ 米軍と定期的に情報交換を行うなど連携を図り、新型インフルエンザ対策を進

める。 

○ 以下の体制の他、新型インフルエンザの発生状況、予防、治療等に関する情

報提供、協議及び連携のための連絡会等を随時に設置、運営する。 

 

(ア) 相模原市新型インフルエンザ対策本部 

新型インフルエンザが発生した場合で、その被害規模等により全庁的に対応する

必要があると市長が認めるときには、総合的かつ効果的な対策を強力に推進するた

め、新型インフルエンザが海外で発生した段階（海外発生早期）以降、市長を本部

長とする「相模原市新型インフルエンザ対策本部」を設置し、新型インフルエンザ

への対処方針、対策等を決定し、実施する。 

 

(イ) 相模原市新型インフルエンザ対策推進会議（常設） 
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新型インフルエンザの発生に備え、各局が連携、協力して必要な対策を総合的に

推進するため、担当副市長を座長とする「相模原市新型インフルエンザ対策推進会

議」を常設する。 

 

(ウ) 相模原市新型インフルエンザ医療対策会議(常設) 

新型インフルエンザ対策における医療体制の検討及び医療面の課題を審議すると

ともに、新型インフルエンザ発生時の医療体制における中心的役割を担う組織とし

て、市及び相模原市医師会等の関係機関の代表者で構成される「相模原市新型イン

フルエンザ医療対策会議」を常設する。 

 

(エ) 相模原市高病原性鳥インフルエンザ対策会議 

市内で、家きんに高病原性鳥インフルエンザが発生した場合に、円滑、迅速な対

策を実施するため、「相模原市高病原性鳥インフルエンザ対策会議」を設置する。

同会議は「神奈川県高病原性鳥インフルエンザ対策本部」（本部長：県知事）と連

携し、必要な対応を行うとともに、新型インフルエンザの発生に関する情報収集と

共有を行う。 

 

オ 市民及び関係機関の取組み 

関係機関（（社）相模原市医師会、（社）相模原市病院協会、相模原市薬剤師会、

その他市内の医療関係機関、公共交通機関、マスメディア、企業等）においても、

感染拡大を防止するための医療や社会的対応など必要な事前準備を行うものとする。 

市民は、新型インフルエンザ等に関する正しい知識を持ち、その予防に注意を払

うよう努め、新型インフルエンザ患者等の人権が損なわれることのないように配慮

する。 
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厚生労働省の「新型インフルエンザ対策行動計画」では、その目標と活動を、「計

画と連携」「サーベイランス」「予防と封じ込め」「医療」「情報提供・共有」の５

分野に分けて策定している。相模原市においても、この５分野に基づき新型インフル

エンザ対策行動計画を策定することとする。 

ア 計画と連携 

○ 新型インフルエンザが発生した場合に、迅速かつ的確な対応ができるよう、各段

階に応じた行動計画をあらかじめ策定し、国、神奈川県その他の行政機関や、

（社）相模原市医師会、（社）相模原市病院協会、相模原市薬剤師会、その他医

療関係団体等と十分に協議を行う。 

○ 新型インフルエンザは、動物、特に鳥類のインフルエンザがヒトに感染し、ヒト

の体内で増えることができるように変化し、ヒトからヒトへ感染できるようにな

るものと考えられている。現在も、高病原性鳥インフルエンザの発生が相次いで

確認されており、ヒトへの感染や死亡例が報告されている状況の中、世界保健機

関（ＷＨＯ）から、人に感染しやすい高病原性鳥インフルエンザウイルスが出現

している可能性が報告されるため、保健部門と農政部門が連携して高病原性鳥イ

ンフルエンザ対策に取り組む。 

○ 新型インフルエンザが発生した場合には、全庁的に、総合的かつ効果的な対策を

強力に推進する。 

○ 本市の新型インフルエンザ対策を進める上で、米軍と定期的に情報交換を行うな

ど連携を図りながら効果的な対策を推進する。 

○ 本市の新型インフルエンザ対策のための組織体制は、次のとおりとする。 

 海外発生早期以降、市長を本部長とする「相模原市新型インフルエンザ対策本

部」を設置し、関係部局間の連携を強化するとともに、全部局一体となった対

策を推進する。 

 新型インフルエンザの発生に備え、関係部局が連携、協力して必要な対策を総

合的に推進するため、担当副市長を座長とする「相模原市新型インフルエンザ

対策推進会議」を常設する。 

(4) 行動計画の主要５項目 
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 新型インフルエンザ対策における医療体制の検討及び医療面の課題を審議する

とともに、新型インフルエンザ発生時の医療体制における中心的役割を担う組

織として市及び相模原市医師会等の関係機関の代表者で構成される「相模原市

新型インフルエンザ医療対策会議」を常設する。 

 新型インフルエンザ未発生期（市内において家きんに高病原性鳥インフルエン

ザが発生した場合）では、「相模原市高病原性鳥インフルエンザ発生時対応要

綱」に基づき、「相模原市高病原性鳥インフルエンザ対策会議」を設置し、関

係部局の連携のもと、本病の感染の拡大を防止し、被害を最小限にとどめるよ

う的確な措置を講じる。 

 

イ サーベイランス 

○ 新型インフルエンザ対策におけるサーベイランスの目的は、新型インフルエンザ

の患者の早期把握と発生状況、感染拡大の規模等の把握にある。 

○ 通常のサーベイランスにおいて、インフルエンザの発生状況を常に把握し監視体

制をとることを基本とし、これによりその延長として新型インフルエンザの出現

を察知することにつなげる。 

○ また、家きん、豚等におけるインフルエンザのサーベイランスの実施等により、

常時監視体制をとる。 

○ また、発生・流行の段階に応じて、感染の見られた集団（クラスター）を早期に

発見するためのクラスターサーベイランスの実施や、疾病罹患状況の異常を早期

に検知するための症候群サーベイランスの実施等、厚生労働省の要請によるサー

ベイランス体制の強化が想定されるため、これらの状況に応じて、本市における

サーベイランスの実施体制の確保に努める。 

○ 諸外国の状況については、世界保健機関（ＷＨＯ）、国際獣疫事務局（ＯＩＥ）

等、国内については厚生労働省、農林水産省、国立感染症研究所、他の自治体等

を通じ、必要な情報を迅速に入手する。 

 

ウ 予防と封じ込め 

○ 新型インフルエンザの発生予防及び感染拡大防止・封じ込め対策は、健康被害を

最小限にとどめるとともに、社会・経済機能を低下させないためにも重要である

が、これには、新型インフルエンザへの変異を起こす可能性が高い高病原性鳥イ

ンフルエンザが発生している時期から対策をとる必要がある。 
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○ そのため、高病原性鳥インフルエンザの発生予防として、高病原性鳥インフルエ

ンザ発生国、地域への渡航者に対する注意喚起、農場段階における衛生管理（ヒ

トや車両の消毒、野鳥の侵入防止対策等）の徹底を行うほか、市内で高病原性鳥

インフルエンザが発生した場合には、神奈川県と協力してまん延防止措置を実施

する。 

○ また、新型インフルエンザの予防については、うがい、手洗い、マスク着用等の

基本的な感染症防御方法の実施や感染者に接触しないという個人単位での感染防

止策の徹底を図る。 

○ さらに、感染拡大防止・封じ込めのため、患者の入院勧告、接触者調査を行うと

ともに、接触者に対する抗インフルエンザウイルス薬の予防投与を検討する。ま

た、教育委員会等と連携した学校保健法に基づく学級閉鎖等の措置や、場合によ

っては、不要不急の不特定多数の集まる活動の自粛勧告、新型インフルエンザ様

症状が見られた者の出勤停止・受診勧告など社会活動の制限等を実施する。 

 

（抗インフルエンザウイルス薬） 

○ 社会機能を維持させるために抗インフルエンザウイルス薬の備蓄が必要であるが、

通常のインフルエンザにも同薬が使用されることから、治療薬の限定的な使用が

実施されないと、感染の国内まん延期には、その供給量の絶対的不足の可能性が

ある。 

○ 感染のまん延期における対策は、国家レベルの危機管理の最重要事項の一つであ

るため、抗インフルエンザウイルス薬の備蓄については、まず国家的な備蓄の確

保が必要であり、国及び都道府県において、大規模発生を起こした場合の健康被

害の拡大や社会・経済機能の低下などの影響を最小限にとどめるため、抗インフ

ルエンザウイルス薬の備蓄又は確保を行っている。 

 

（ワクチン） 

○ 新型インフルエンザウイルス株の特定後、安全で有効なパンデミックワクチンが

実用化されれば、ヒトへの感染防止に大きな効果を発揮することが期待できる。  

現在流行している新型インフルエンザウイルスに対するパンデミックワクチン

は製造段階にあるため、ワクチンに関する厚生労働省等の動向を注視する。 

また、鳥インフルエンザウイルスを用いて製造されるプレパンデミックワクチ

ンに関する動向についても注視していく。 
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エ 医療 

○ 新型インフルエンザによる感染のまん延期には、流行の規模に応じた医療体制を

確保していく必要がある。 

○ 新型インフルエンザが発生した場合に医療機関を受診する患者数について、米国

疾病管理センター（ＣＤＣ）モデルにより試算した結果は、約９万人（最小７万

人～最大１３万人）となる。 

○ 感染のまん延期には市内で多数の患者が入院することが想定され、また、それ以

上に外来患者が受診すると考えられるが、相模原市の病床数等の医療資源には制

約があり、その中でいかに効果的・効率的な医療を行うのかを事前に計画する必

要があることから、新型インフルエンザとそれ以外の患者とを振り分ける発熱外

来の設置を医療機関等に対し要請する。 

○ さらに、新型インフルエンザの病原性が重度である場合に、医療機関では平常時

を超える入院患者数が想定されていることから、このような場合の医療体制につ

いても事前に考慮する。 

○ 入院治療が必要な新型インフルエンザ患者が増加し、医療機関の収容能力を超え

る場合に備え、公共施設、宿泊施設等の医療機関以外の施設の利用についても、

検討を行う。 

○ 国における新型インフルエンザの診断及び治療方法が確立した場合は、各医療機

関に周知徹底を行い、感染症指定医療機関やそれ以外の協力医療機関はこれに従

い早期に診療を行う。 

○ その際、各医療機関は、保健所等と綿密な連携を図り、検体の採取・搬送や、患

者・接触者の健康状況の把握に協力するものとし、新型インフルエンザが疑われ

る者とそれ以外の疾患の患者との接触を避けることや、医療従事者の健康管理、

患者と接触した医療従事者等に対する抗インフルエンザ薬の予防投与やワクチン

接種による院内感染対策を実施し、二次感染防止に最大限の注意を払う。 

○ 海外発生早期では、患者の早期発見や感染拡大防止等を目的とした発熱相談セン

ターを設置する。 

○ また、病床については、新型インフルエンザ発生初期である国内発生早期、国内

感染拡大期には、患者の治療とともに封じ込め対策としても有効であることから、

症例定義に合致する新型インフルエンザ疑い患者を感染症指定医療機関等に入院

させることとし、そのための感染症病床や結核病床等も含めた利用計画を策定す
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る。 

○ さらに、感染の国内まん延期･回復期になった場合には、患者数が増大すること

が想定されることから、感染症指定医療機関やそれ以外の協力医療機関のみなら

ず、宿泊施設等に患者を入院・入所させることができるように、その活用計画を

検討する。 

 

オ 情報提供・共有 

○ 新型インフルエンザの流行に備えた対策は、高病原性鳥インフルエンザ対策及び

通常のインフルエンザ対策の延長線上にあり、鳥インフルエンザの発生や鳥イン

フルエンザのヒトへの感染事例等に関する情報は、新型インフルエンザ発生を示

唆する重要な情報の一つである。 

○ これらの発生、流行の状況については、発生国、国際機関（世界保健機関（ＷＨ

Ｏ）、国際獣疫事務局（ＯＩＥ）、国連食糧農業機関（ＦＡＯ）等）、厚生労働

省、国立感染症研究所などから発信されているが、これらの情報をインターネッ

ト等を活用し収集し、関係者間で共有する体制を構築する。 

○ このような発生、流行状況等の情報収集に加えて、市内で新型インフルエンザが

発生した場合の健康被害を最小限にとどめ、社会・経済機能の低下を極力抑制す

ることを目的として、感染防御体制や医療供給・検査体制の整備・確保について

も、発生状況のレベルに対応した情報収集を行う。 

○ また、収集した情報については、新型インフルエンザの感染拡大防止の観点から、

適宜、市民への情報提供を積極的に行い、情報を共有していくとともに、海外発

生早期の段階で重点的に広報を行うことによって、市民の安心を確保し、パニッ

クの防止に努める。 

○ このため、相模原市における広報担当(スポークスパーソン)を設置し、情報提供

の一元化を図るとともに、新型インフルエンザの流行状況に応じて、市内及び国

内外の発生状況・対応状況等について、定期的に情報提供を行う。 

○ 広報担当(スポークスパーソン)は、海外まん延期･回復期及び国内感染拡大期以

降は保健所長とする。ただし、状況等から対策本部長の発言が必要な場合におい

ては、市長を広報担当(スポークスパーソン)とする。 

○ なお、市民がこれら情報を受け取る媒体や受け取る内容についても千差万別であ

ることが考えられるため、リスクコミュニケーションの手法を用いて複数の情報

提供媒体の設定、理解しやすい内容での情報提供を行う。 
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○ 聴覚障害者に対する文字や絵を組み合わせた伝達や掲示板の利用、視覚障害者に

対する音声や点字による伝達など、障害者に配慮した情報提供を行う。 

○ 本市には、約１万人の外国籍市民が在住しており、新型インフルエンザ発生国か

ら観光客等が来訪する可能性もあるため、新型インフルエンザに関する正確な情

報を積極的に、可能な限り多言語により提供する。 

 

○ 新型インフルエンザの発生時期や形態については予測が不可能なため、現在まで 

に得られた最新の知見を基に、国や神奈川県、市町村及び関係機関等が連携し、

随時適切に行動計画を見直す。 

 

(2) 訓練の実施 

○ 行動計画を実効性あるものとするには、市と関係機関との円滑な情報の提供・収

集体制の構築や、医療提供について計画で規定する事項を実際に確認する必要が

あるため、関係機関と連携した訓練を実施し、訓練の結果を行動計画に反映させ

る。 

４ 行動計画実施上の留意点 

(1) 計画の見直し 
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段     階 
 国の区分 

(21年2月改定) 
県・市行動計画

の区分 

定       義 目      標 

ヒトにおいては新たな亜

型のインフルエンザウイ

ルスは同定されていな

い。 

ヒトに感染する可能性がある亜型イン

フルエンザは存在していないが、将来

の世界的な大規模流行時に対する対

策を強化する。 

未 発 生 期
未 発 生 期

新型インフルエ

ンザが発生して

いない状態 

動物において循環して

いる亜型インフルエンザ

ウイルスが、ヒトへの発

症に対してかなりのリス

クを提起する。 

ヒトへの感染伝播のリスクを減少させ

る対策を講じる。また、そのような感

染伝播が発生した際には、迅速に検

知し、報告する体制を整備する。 

海外で鳥インフ

ルエンザのヒト

へ の 感染が 発

生した状態 前
段
階 

未 発 生 期 未 発 生 期
国内で鳥インフ

ルエンザのヒト

へ の 感染が 発

生した状態 

海外でヒトへの新しい亜

型のインフルエンザ感

染 が 確 認 さ れ て い る

が、ヒトからヒトへの感

染は基本的にない。 

発生に備えて体制の整備を行う。

新しい亜型のウイルスの迅速な

同定と、追加症例の早期検知、

報告、対応を確実に実施する。 

第
一
段
階 

海 外 発 生 期 海外発生期

海外で新型ｲﾝﾌ

ﾙｴﾝｻﾞが発生し

ている状態 

海外でヒトへの新しい亜

型のインフルエンザが

発生し、まん延・回復に

至るまでの状態。 

ウイルスの国内侵入をできるだ

け阻止する。国内発生に備えて

体制の整備を行う。 

第
二
段
階 

国 内 発 生
早 期

国 内 発 生
早 期

国内で新型ｲﾝﾌ

ﾙｴﾝｻﾞが発生し

た状態 

限定されたヒトーヒト感

染の小さな集団（クラス

ター）が見られるが、拡

散は非常に限定されて

いる。 

国内での感染拡大をできる限り

抑える。 

感 染 拡 大 期
感 染
拡 大 期

患者の 接触歴

が疫学調査で追

えなくなった状

態 

より大きな集団（クラスタ

ー）が見られるが、ヒト

ーヒト感染は依然限定

的で、まだ完全に感染

伝播力を獲得していな

い。 

ま ん 延 期

第 
 

三 
 

段 
 

階 
 

回 復 期

ま ん 延 期 ・
回 復 期

 

入院措置などに

よる感染拡大防

止効果が 十分

に得られなくな

った状態・ピーク

を越えたと判断

できる状態 

まん延期：世界的大

流行が発生し世界の

一般社会で急速に感

染が拡大している。 

回復期：まん延が発

生する前の状態へ急

速に回復する時期。 

 

社会機能を維持させるため、感

染まん延時の影響（被害）を最小

限に抑える。 

 

医療機能、社会・経済機能への

影響を最小限に抑える。 

 

市

行

動

計

画

の
対

象

範

囲 

第
四
段
階 

小 康 期 小 康 期

患者の 発生が

減少し、低い水

準でとどまって

いる状態 

患者の発生が減少

し、低い水準で停滞。

社会機能の回復を図り、流行の

第二波に備える。 

＜各段階の定義と目標＞ 
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＜各段階に応じた推進体制と主な対応＞ 

 庁内体制 相模原市の主な対応 

未
発
生
期 

・健康危機管理基本指針 

・相模原市新型インフルエ

ンザ対策推進会議(常設) 

（市内で鳥インフルエンザ

発生の場合） 

・相模原市高病原性鳥イン

フルエンザ対策会議 

・「相模原市新型インフルエンザ行動計画」の策定 

・鳥インフルエンザ防疫対策 

・抗インフルエンザ薬の備蓄、確保 

・感染症指定医療機関の確保、協力医療機関の確認 

・一般病床を含めた受入れ医療機関の整備 

・ＰＰＥの備蓄 

・鳥インフルエンザサーベイランスの強化 

・鳥インフルエンザのヒト感染事例への対応（疫学調査） 

・鳥インフルエンザに関する情報提供 

・市民へ情報提供（随時見直し） 

・事業者に対する事前準備の要請 

海
外
発
生
期 

・相模原市新型インフルエ

ンザ対策本部 

【本部長：市長】 

・インフルエンザサーベイランスの強化 

・発熱相談センターの設置 

・相談窓口の設置 

 

国
内
発
生
早
期 

・相模原市新型インフルエ

ンザ対策本部 

【本部長：市長】 

 

・発熱外来の設置 

・感染症指定医療機関での診断・治療 

・感染症法に基づく措置（入院勧告、確定診断、疫学調査等） 

・発生地域における不要不急の大規模集会等不特定多数の集ま

る活動の自粛勧告、周知 

・患者と接触していた者が関係する地域の学校等の臨時休業、施

設閉鎖の要請 

・感染の可能性のある従業員の出勤停止・受診の勧告 

・発生地域の事業所、福祉施設等や、住民、施設入所者等への感

染予防対策に関する普及啓発 

感
染
拡
大
期 

 

 

国内発生早期と同じ体制 

 

・病院・高齢者施設等における感染予防策の強化の要請 

・市内における不要不急の大規模集会等不特定多数の集まる活

動の自粛勧告、周知 

・市内の事業所、福祉施設等に対する感染予防対策の勧奨 

・市民への感染予防対策の普及啓発、外出自粛の要請 

・患者対応が可能となる公共施設、宿泊施設等の把握 

ま
ん
延
期
・回
復
期 

 

 

 

国内発生早期と同じ体制 

 

・通常のインフルエンザサーベイランスを中止 

・新型インフルエンザの発生動向調査 

・全医療機関での診断、治療 

・市内の大規模施設や興行施設等不特定多数の集まる活動のす

べての自粛勧告、周知 

・市内の学校等の臨時休業、施設閉鎖の要請、周知 

・市内の事業所、福祉施設等に対する感染予防対策の勧奨 

・病床不足が予測される場合、利用可能な公共施設、宿泊施設等

に対する患者収容を開始 

・流行の第二波以降に備えた行動計画の見直しを検討 

小
康
期 

体制の再整備 

・計画、指針等の見直し 

・まん延防止策の終了 

・流行終結時まで、市民への情報提供 

 


